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眼内レンズに係る使用上の注意の改訂等について 

 

 

 医療機器の安全対策につきましては、日頃より、ご尽力いただいているところでありま

す。 

眼内レンズの使用上の注意の「禁忌・禁止」に関し、日本眼科学会等より見直しに関す

る要望をいただいていたところ、平成２３年６月２２日開催の薬事・食品衛生審議会医療

機器安全対策部会安全対策調査会において調査審議を行った結果、使用上の注意等の改訂

を行うこととされ、別添のとおり、各製造販売業者の代表者に対し、通知いたしましたの

で、お知らせします。 

本通知の内容については、眼内レンズを使用している貴管下医療機関の医療安全に係る

安全管理のための委員会の関係者、医療安全管理者、医療機器の安全使用のための責任者

等に対しても周知されるよう御配慮願います。 

 

（参考）本通知を含め、医薬品・医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発出された際に、その

情報をメールによって配信する「医薬品医療機器情報配信サービス」（ＰＭＤＡメディナビ）

が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において運営されております。以下のＵＲＬから登

録できますので、御活用下さい。 

医薬品医療機器情報配信サービスhttp://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html 

 

（問い合わせ先） 

厚生労働省医薬食品局安全対策課 

                         TEL:03-5253-1111（内線 2751, 2758)  



 

（別添） 

 

現行記載（取消線：削除） 改訂記載（下線：追記） 

【禁忌・禁止】 

1. 次の患者には適用しないこと 

(1) 小児 

(2) コントロール不良の緑内障 

(3) 進行性の糖尿病網膜症 

(4) 活動性のぶどう膜炎 

(5) 虹彩血管新生 

(6) 網膜剥離 

(7) 重篤な術中の有害事象発生症例 

(8) その他、全身的、眼科疾患を伴うこと等を理由とし

て医師が不適当と判断した症例 

 

（該当記載なし） 

 

 

 

 

 

【使用上の注意】 

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）  

(1) 若年者 

(2) 角膜内皮障害 

(3) 緑内障 

(4) ぶどう膜炎の既往のあるもの 

(5) 糖尿病網膜症 

(6) 網膜剥離の既往のあるもの 

(7) 強度近視 

(8) 先天性眼異常 

以下省略 

 

（該当記載なし） 

 

 

 

 

【禁忌・禁止】 

1. （削除） 

(1) （削除） 

(2) （削除） 

(3) （削除） 

(4) （削除） 

(5) （削除） 

(6) （削除） 

(7) （削除） 

(8) （削除） 

 

 

【原則禁忌（次の患者には適用しないことを原則と

するが、特に必要とする場合には慎重に適用す

ること）】 

・ 2歳未満の小児（「重要な基本的注意」の項参

照） 

 

【使用上の注意】 

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

(1) 2歳以上の小児 

(2) 同左 

(3) 同左 

(4) ぶどう膜炎 

(5) 同左 

(6) 網膜剥離 

(7) （削除） 

(8) 同左 

以下省略 

 

(○) 虹彩血管新生 

(○) 重篤な術中の有害事象発生症例 

 

 

 



 

 

2. 重要な基本的注意 

 (○) 眼内レンズの挿入には高度な手術手技が要求

される。本眼内レンズの使用については、あらか

じめ十分な白内障手術及び眼内レンズ挿入術の

経験を積み習熟すること。 

 

 

(○) 眼内レンズ挿入の長期安全性及び有効性は、

未だ確立されていない。従って、術後も患者を定

期的に受診させ、経過を観察すること。 

 

（該当記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 重要な基本的注意 

(○) 使用注意にあたる患者については、合併症の

発生率が高くなる可能性や、十分な視力が得ら

れない可能性があるため、十分な設備と使用経

験を持つ眼科専門医のもとで、術後のフォロ

ーアップを含め適切に適用すること。 

 

(○) （削除） 

 

 

 

(○) 小児については、小児の特性等について十分

な知識と経験を有する眼科専門医のもとで眼

内レンズ挿入術を行うこと。特に2歳未満の小

児においては、眼球のサイズから器具の挿入

や操作が難しくなること、成長に伴う眼軸長の

変化によって再手術の可能性が高くなることが

報告されていることからも、その旨を含めた十

分なインフォームドコンセントを保護者に対して

行うこと。 

 

(○) 活動期にあるぶどう膜炎や小児のぶどう膜炎

患者については、外科的侵襲を加えることで、

ぶどう膜炎の悪化や新たな合併症を引き起こ

すおそれがあるため、あらかじめ薬物治療を行

い、炎症を鎮静化させた上で、眼内レンズ挿入

術を行うこと。 
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